
 
 
 
 
 
 
 

第２回まちづくり学習会を開催(参加者 33 名) 
 ２０００年代最初の年が幕を明けましたが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。この明姫幹線南地区においても、２１世紀を

担う子供や孫たちに、すばらしいまちづくりをして残していき

たいと思います。 
 さて、去る１月２５日（火）に市役所南庁舎大会議室におい

て、ＡＢＣ地区合同で第２回のまちづくり学習会を開き、３３名

の方が、参加しました。（案内は、学習会に参加希望者５７

名、農業委員等役員２１名に、お知らせを市会議員２８名に

しました。）なお、このニュースは、地区内全土地所有者に送

付しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習会の様子

 講師は、前回に引き続き野中テクニカ研究所の野中保氏

にお願いし、他地区の事例も交えながら、基本的な区画整

理のしくみについてお話していただきました。 

市街化へ過半数の人が希望 

 高砂市の交通の要衝部に調整区域が残っていて、アンケ

ート結果によると、 

・ 全域で住宅や商業施設が建設できるように規制を解除 

                           ５６．２％ 

・ 一部規制を解除、今のままでよい       ３４．８％ 

で、過半数の人が市街化を希望している。 

 しかし、現状のままで市街化区域の指定は、制度的に出来

ないことになっている。 

 市街化区域に編入するには、道路や公園を整備して、公

共用地率を３０％程度に上げないといけない。（公園は、３％

以上必要だが、震災時に公園の必要性を改めて痛感した。）

当初６～１０％の公共用地率が、圃場整備で１７％になっ

たが、住居系の理想の３０％には、あと１３％が必要である。 

たとえば、区画整理をすれば 
田と住宅の混在型は、目的がはっきりしていないからトラ

ブル多いが、区画整理なら営農区域を集めることができる。

次の写真と図面は、他市の区画整理の事例で、集合農地と

住宅地、商業地、工業地に分けた例である。 

他市の区画整理例 

 

土地利用計画図例 

      集合農地 

 

  

 区画整理のしくみは、裏をご覧下さい。（当日、配布した資料

です。） 

学習会での質問･意見など 

・地区内には、住宅や学校等があるが、全て移転となるのか？ 

＊ 設計方針が、既設建物を極力移転しない方針にすれば、

緩和できる。 
当日、予定時間を過ぎていたので、質疑は次回にすればどう

かとの意見によって、次回質疑応答の時間を十分とりたいと思

います。 

終わりに 

次回のまちづくり学習会を２月９日（水）午後７時より市役所

南庁舎５階大会議室で開催しますので、参加してみたい方

は、計画課まで連絡ください。次回の内容は、もう少し詳しい区

画整理のしくみについてです。参加、待ってます。 

また、少し声が聞き取りにくいところもありますが、第１回、第２

回の学習会をカセットテープで録音していま

すので、聞いてみたい方には貸し出しします

ので、申し出てください。 

連絡先 都市整備部計画課 

電話 0794（43）9033 （直通） 
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